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石
綿
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
た
建
築
物
の
解
体
に
は
、
事
前
調
査
、
除
去
、
飛
散
防
止
、
運
搬
及
び
適
正
処
分
等
が
必
要
と

な
り
、
通
常
の
解
体
に
比
べ
て
費
用
が
大
幅
に
増
加
す
る
。 

 

こ
れ
ら
の
建
築
物
の
多
く
は
、
建
築
当
時
の
法
令
及
び
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
後
の
規
制
強
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
追
加
的
な
負
担
を
、
現
在
の
所
有
者
の
み
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
、
建
替
え
の
先
送
り
、
老

朽
建
築
物
や
空
き
店
舗
の
増
加
、
事
業
承
継
の
断
念
等
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
石
綿
の
適
正
な
除
去
は
、
作
業
従
事
者
及
び
周
辺
住
民
の
健
康
を
守
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
り
、
建
築
物
所
有
者
だ

け
の
問
題
で
は
な
く
、
公
衆
衛
生
上
の
課
題
で
も
あ
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

現
行
の
住
宅
・
建
築
物
ア
ス
ベ
ス
ト
改
修
事
業
に
つ
い
て
、
令
和
八
年
度
に
お
け
る
実
施
状
況
、
支
援
対
象
、
補
助
率
、

補
助
上
限
額
及
び
予
算
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

同
事
業
は
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
た
間
接
補
助
で
あ
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
が
補
助
制
度
を
設
け
て
い
な
い
地
域
で
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は
、
建
築
物
所
有
者
が
支
援
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
地
域
に
よ
っ
て
支
援
の
有
無
及
び
内
容
に
格
差
が
生
じ
て
い

る
現
状
に
つ
い
て
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

解
体
等
の
際
に
法
令
上
の
飛
散
防
止
措
置
が
必
要
と
な
る
石
綿
含
有
建
材
に
は
、
吹
付
け
石
綿
だ
け
で
な
く
、
石
綿
含
有

断
熱
材
、
保
温
材
、
耐
火
被
覆
材
、
成
形
板
及
び
仕
上
塗
材
等
も
含
ま
れ
る
。
国
の
補
助
制
度
に
つ
い
て
も
、
法
令
上
対
策

が
必
要
と
な
る
全
て
の
石
綿
含
有
建
材
を
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
補
助
制
度
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
国
で
利
用
で
き
る
支
援
制
度
を
創
設
し
、
事
前
調
査
、
分

析
、
隔
離
・
養
生
、
除
去
、
飛
散
防
止
、
運
搬
、
適
正
処
分
そ
の
他
の
石
綿
対
策
に
よ
っ
て
通
常
の
解
体
費
用
に
上
乗
せ
さ

れ
る
費
用
を
、
国
が
補
助
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

石
綿
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
た
建
築
物
の
安
全
か
つ
適
正
な
解
体
を
促
進
す
る
た
め
、
補
助
率
及
び
補
助
上
限
額
の
引
上

げ
並
び
に
複
数
年
度
に
わ
た
る
安
定
的
な
予
算
措
置
を
講
ず
る
考
え
は
あ
る
か
。
政
府
の
方
針
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


